
都市計画税
　　都市計画税は、都市計画事業⼜は⼟地区画整理事業に要する費⽤に充てるために設けられた目的税です。
　　都市計画事業とは、都市計画施設（道路・駐⾞場等の交通施設、公園・緑地等の公共空地、上下⽔道・汚物処理
　  場等の供給施設⼜は処理施設）の整備に関する事業及び市街地開発事業です。
　　都市計画税を納める人は、都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋の所有者です。
　　税率は⼟地⼜は家屋の課税標準額に1,000分の3をかけたものが年税額です。

（歳入）

（歳出）[充当事業] （単位︓千円）

  国（県）
⽀ 出 ⾦ 市債 その他 うち都市計画税

充当額
大池総合公園改修事業 37,500 12,500 22,500 0 2,500

都市計画事業債等の償還 1,205,141 0 0 792,099 251,506
下水道の整備（一般会計繰出額） 276,123 108,000 130,800 12,121 19,181

合計 1,518,764 120,500 153,300 804,220 273,187

413,042
25,202

440,744

平成31年度　都市計画税の使途について

特　定　財　源
財　源　内　訳

事 業 費事　業　名 一　般　財　源

　都市計画税収⼊⾒込額　　　　　　　　　　273,187　千円

2,500


